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夏休み短縮による登校・下校時の暑さ対策等について 

 

このたびの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴う臨時休業等に関し、様々なお力

添えをいただき、感謝申し上げます。 出川小学校では、令和２年５月２１日（木）より分散登校による段階的な

教育活動を開始し、６月１５日（月）より通常授業を再開いたします。それにともない、臨時休校による児童の

体力の低下や夏休み短縮により従来とは違う時期に登下校をする児童の健康面を考慮し、夏季の登校・下校にお

ける暑さ対策を、下記のとおりといたします。何卒、ご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 なお、今後の感染状況の推移によって、変更することがありますのでご承知おきください。 

 

記 

１ 「登校」・「下校」の暑さ対策について（期間：６月１５日～９月３０日まで） 

(1) ランドセルではなく、通気性のよいリュック等に変えて登下校をしていただいても可能です。 

(2) 日傘（雨天用の傘）など直射日光を避けるものを活用しての登下校をしていただいても可能です。 

  ※使用できる範囲は、「登校」「下校」のみです。日傘の先が金具になっていると大変危険ですので使用に

ついては、十分ご家庭でご配慮ください。（記名をお願いします） 

(3) ネッククーラー（首巻き保冷剤）等を使用していただいても可能です。 

  ※使用できる範囲は、「登校」「下校」としますが、授業中の使用については、連絡帳等でご連絡ください。

（記名をお願いします） 

(4) マスクについては、基本的には着用するようにしてください。 

※「登校」「下校」の環境が屋外であることから、暑さを感じる場合には、マスクを外し、他の児童と十分

な距離を取ることや咳エチケットを心がけるように学校でも指導します。ご家庭でも伝えていただける

と助かります。 

(5) 汗拭き用のタオルを用意していただいても可能です。 

  ※首にかけたまま「登校」「下校」「授業を受ける」ことがないよう指導します。ご家庭でも伝えていただ

けると助かります。 

(6) 水筒については、普段よりも多めに持参してください。（水筒が２つになっても構いません） 

  ※中身については、水・お茶とします。 

  ※「登校」「下校」時には適宜水分を取るようにします。その際は、歩きながら飲んだり、交通安全の妨げ

にならないよう注意するように学校でも指導をします。 

２ 日常的な教材や学習用具等について 

・各学年で定めた教材や家庭学習で使用する予定のない教材等について、児童の机の中などに置いて帰ります。 

・同じ日の授業で多くの学習用具を用いる場合には、あらかじめ数日に分けて持ってくるよう指導するなど、児 

童に教材等を使用する見通しを明らかにして、携行品の分量が特定の日に偏らないようにします。 

・書写の授業があった際には、汚れた筆は持ち帰ることにし、その他の用具は学校に置きます。 

３ その他 

・体育の授業やその他外での活動において熱中症指数が高い場合については、実施せず他の教科に変更します。 

 ※体育時間については、マスクは着用せず、適切な距離を保ちながら軽度な運動から始めていきます。 


